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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
  

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当第２四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成22

年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平

成22年６月30日)を適用しております。 

４．第66期第２四半期連結累計期間及び第66期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

５．第66期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第66期

第２四半期 
連結累計期間

第67期
第２四半期 
連結累計期間

第66期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 81,606 81,242 167,276 

経常利益 (百万円) 2,335 1,865 10,490 

四半期(当期)純利益 (百万円) 103 451 6,010 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,347 △1,320 4,685 

純資産額 (百万円) 86,458 90,284 92,187 

総資産額 (百万円) 168,010 193,114 191,561 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 1.81 7.87 104.91 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― 7.87 ―

自己資本比率 (％) 48.65 43.95 45.39 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 8,608 2,948 19,029 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,885 △3,936 △9,525

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 7,190 5,436 19,671 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 53,355 70,990 70,381 

回次
第66期

第２四半期 
連結会計期間

第67期
第２四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年７月１日 
至  平成23年９月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △11.53 △4.52 
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

  なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新興国の成長が牽引するかたちで緩やかな回復基

調にあるものの、米国経済の先行き懸念、欧州の金融システム不安、アジア経済のインフレ圧力の高

まりなど、依然として予断を許さない状況が続いております。日本経済は、東日本大震災の影響か

ら、多くの企業でサプライチェーンが寸断され、生産活動が滞り、厳しい状況で推移しました。その

後当初想定を上回るペースで生産体制の復旧・回復が進んでおりますが、長期化する円高など、先行

きは不透明な状況であります。 

このような事業環境においても、当社グループは、連結企業体としてグローバルでの競争に勝ち残

り、継続的に成長できる収益体質を実現すべく、品質第一に徹し、競争に負けない「もの造り総合

力」（コスト・技術・物流・サービス）の強化を推進してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、81,242百万円（前年同四半期比0.4％減）、営業利益は、

6,837百万円（前年同四半期比0.7％増）、経常利益は、1,865百万円（前年同四半期比20.1％減）、

四半期純利益は、451百万円（前年同四半期比333.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高は、外部顧客への売上高

を記載しております。 

自動車及び汎用計器事業は、二輪車用計器が米州等で増加、汎用計器も増加したものの、四輪車用

計器が日本、米州、アジアで減少し、売上高は59,853百万円（前年同四半期比1.9％減）、営業利益

は5,966百万円（前年同四半期比4.7％減）となりました。 

民生機器事業は、ＯＡ・情報機器操作パネル等が減少し、売上高は6,219百万円（前年同四半期比

14.5％減）となりましたが、営業利益は266百万円（前年同四半期比1,665.8％増）となりました。 

ディスプレイ事業は、液晶ディスプレイ等が減少し、売上高は1,737百万円（前年同四半期比

25.4％減）、営業損失は224百万円（前年同四半期は148百万円の営業損失）となりました。 

その他は、樹脂材料の加工・販売、自動車販売等が増加し、売上高は13,432百万円（前年同四半期

比22.4％増）、営業利益は720百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ1,553百万円増加し、193,114百万円

となりました。これは固定資産が1,450百万円減少しましたが、流動資産でたな卸資産が1,695百万

円、現金及び預金が575百万円増加したこと等によります。 

  負債は、前連結会計年度に比べ3,455百万円増加し、102,829百万円となりました。これは流動負債

で支払手形及び買掛金が1,925百万円、未払法人税等が797百万円減少しましたが、短期借入金が

6,219百万円増加したこと等によります。 

  純資産は、その他の包括利益累計額が2,174百万円減少したこと等により前連結会計年度に比べ

1,902百万円減少し、90,284百万円となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前第２四

半期連結累計期間に比べ17,634百万円増加し、70,990百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等がありましたが、税金等調整前四半期

純利益1,672百万円の計上等により、2,948百万円の収入超過（前第２四半期連結累計期間は8,608百

万円の収入超過）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出2,694百万円、投資有価証券

取得による支出786百万円等により、3,936百万円の支出超過（前第２四半期連結累計期間は3,885百

万円の支出超過）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加6,194百万円等により、5,436百万円の収

入超過（前第２四半期連結累計期間は7,190百万円の収入超過）となりました。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等は次のとおりであります。 

当社は、平成19年５月17日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行

規則第118条第３号柱書に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)及びこれに付随する当社株券等の買付け等に関するルール

の導入を決定し、また、平成21年５月15日開催の取締役会において、その一部を修正し、継続することを決定の上、同日付で公表しております

(以下、修正後のものを「現行TKKルール」といいます。)。 

現行TKKルールの有効期限は、平成23年６月30日までとなっておりますが、当社は、現行TKKルール導入以降の法令改正等も踏まえ、平成23年

５月13日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み(会社法施行規則第118条第３号ロ(２))として平成23年７月１日をもちまして現行TKKルールに所要の変更を行った上で(以下、変更後

のTKKルールを「本TKKルール」といいます。)、継続することを決定しております。 

主な変更点は、文章全体の整理(内容の重複を解消・用語を統一)、現行TKKルール導入以降の法令改正等や判例の動向を踏まえた変更等に留

まっております。 

なお、会社法及び金融商品取引法、これらに関する規則、政令、内閣府令及び省令、金融商品取引所規則並びにガイドライン等(以下、総称

して「法令等」といいます。)に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があり、これらが施行された場合に

は、本TKKルールにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的

に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 

  

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資する者が望

ましいと考えております。また、当社を支配する者の在り方は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきものであ

り、国内外に様々な株主の皆様を有する当社としては、特定の者又はグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株

式(以下、「支配株式」といいます。)の取得行為が行われるに際して、株主の皆様に十分に情報が提供される等、その適切な判断がなされる

環境を整えることが大切であると考えております。 

しかしながら、当社支配株式の取得行為の中には、株主の皆様に対して事前に当該支配株式の取得行為に関する十分な情報が提供されず株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が当該支配株式の取得行為の条件・方法等について検討し、また、当

社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間を確保しないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社

の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資さない態様のものも想定されます。 

当社は、上記のように、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資さない態様の当社支配株式の取得は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であると判断し、かかる考え方をもって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針といたします。 

  

［１］当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

― 6 ―



  

当社は、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を向上させるための取組みとして、下記１．の経営ビジョン「NEMS 433」の実行に取り

組むとともに、当社株券等について大量買付行為がなされた際にそれに対する評価が透明性・客観性をもって行われ、国内外の株主の皆様や

投資者に適切に開示がなされるように取り組んでおります。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を向

上させ、それを当社株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を著しく損なう

おそれのある大量買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記［１］の基本方針の実現に資するものであると考えており

ます。 

１．経営ビジョン「NEMS 433」の実行及びグローバルでの事業の強化・拡大 

当社は、2007年度から新たな経営ビジョン「NEMS 433」(NEMSとは、日本精機(NS)型のEMS(Electronics Manufacturing Service)をいい

ます。)をスタートいたしました。 

「NEMS 433」は、「NEMS」をさらに進化させていくことで、当社グループの成長を図ることを目標としております。具体的には、実装・

接続技術を核に、金型、成型、表示などの当社保有の多様な技術を組み合わせた相乗効果により、付加価値の高い技術・製品を創り出すこ

とで、事業の拡大に取り組んでまいります。 

なお、「433」の「４」は「４つの大切」を意味し、「４つの大切」には、①「志」(目標達成のためには、強い意志が大切)、②「社

会」(社会の責任ある存在として、株主の皆様との良好な関係の構築や法令遵守、環境保全に努めることが大切)、③「お客様」(事業発展

のためには、常にお客様の満足を高めていくことが大切)、④「人」(企業は人なりという考え方のもと、当社グループで働く全ての人が能

力を存分に発揮できる仕組み・環境をつくることが大切)という考え方が込められています。 

また、当社は、「顧客の立場に立って、価値の高い製品を提供することにより、社会の繁栄に貢献する」という経営理念の下、企業価値

及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。 

社会が今まで以上に速く激しく変化していく中、当社では、その変化に素早く適応し、また、変化を先取りすることで、当社の経営理念

が実現されると考えています。そのために、当社は技術開発力の強化に取り組んでおります。当社グループの持続的な成長のためには、製

品仕様を高度化し、グローバルで製造・販売していくためのコスト・技術・物流・サービス等の「もの造り総合力」を絶えず変化・進化さ

せていくことが不可欠であります。 

また、当社グループが中長期的に飛躍を遂げていくためには、グローバルでの事業の強化・拡大は欠かすことができません。そのため

に、当社では、製造・販売拠点の拡充はもとより、多様な社会・文化を理解し、グローバル社会の中で受け容れられ、また、貢献していく

ことが、当社グループにとっての企業価値の向上に資するものと考えております。 

そして、企業は社会的存在であるとの認識のもと、株主の皆様や顧客、取引先、従業員、地域社会などと当社との良好な関係が、当社グ

ループの成長を支え、企業価値を高めるものであると考えております。 

このように当社グループは、株主の皆様をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会などと当社との良好な関係を企業価値の源泉として

おり、グローバル社会での責任ある存在としての自覚を持ち、「もの造り総合力」を高度化していくことにより、企業価値の増大を図って

まいります。 

このように、当社では、この「４つの大切」を経営の根幹に据え、「NEMS」により技術の高度化と製品の付加価値の向上を図るととも

に、グローバルに事業展開することで、当社グループの企業価値及び株主の皆様共同の利益の更なる向上を図ってまいります。 

  

［２］基本方針の実現に向けた当社の取組み
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当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとともに、経営ビジョン「NEMS 433」に加え

て、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方につき、当社の株主の皆様が十分な情報を得た上で適切な判断をするために必要

な情報提供がなされることを確保するための手続として、本TKKルールを定めることといたしました。   

具体的には、当社株券等の大量買付行為(後記の［３］（２）（ⅰ）において定義されます。以下同じとします。)がなされ、又はなされよ

うとする場合には、まずは、当社経営陣から独立した社外監査役等から構成される独立委員会が、当該大量買付行為について、当社の企業価

値及び株主の皆様共同の利益に資するか否かという観点から、情報収集、評価及び検討等を行い、その結果を基にした独立委員会としての意

見を、株主の皆様に開示することといたしております。 

なお、本TKKルールは、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性を高めることを目的としており、新株予約権又は

新株の無償割当て等を用いた具体的な対抗措置について定めるものではありません。当社取締役会は、大量買付行為がなされた場合に、本

TKKルール違反のみを理由として直ちに新株予約権又は新株の無償割当て等の対抗措置を発動する予定はございませんが、善管注意義務を負

う受託者として、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資するよう適切に対応していく所存です。 

（１）本TKKルールの定める手続の概要 

当社は、当社株券等の大量買付行為がなされようとする場合には、これに先立ち、当社経営陣から独立した当社社外監査役及び社外

有識者(即ち、会社経営者、官庁出身者、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、又はこれらに準

ずる者)からなる独立委員会が、情報収集、その評価及び検討並びに株主の皆様に対する意見表明を行うことが適切であると判断し、そ

のための手続として、以下の内容の本TKKルールを制定いたしました。 

（２）本TKKルールの定める手続の内容 

（ⅰ）本TKKルールの適用対象 

本TKKルールは、以下①乃至③のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為(以下、併せて「大量買付行為」といいま

す。)がなされ、又はなされようとする場合に適用されます。①乃至③に該当する大量買付行為を行おうとする者(以下、「大量買付

者」といいます。)には、予め本TKKルールに従っていただくこととします。 

①  当社が発行する株券等1について、当社の特定の株主の株券等保有割合2が20％以上となる買付けその他の取得3  

②  当社が発行する株券等4について、当社の特定の株主の株券等所有割合5及びその特別関係者6の株券等所有割合の合計が20％以上

となる当該株券等の公開買付け7 

③  上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みま

す。以下本③において同じとします。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意そ

の他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協

調して行動する関係8を樹立する行為9(以下、「協調的大量買付行為」といいます。)(但し、当社が発行者である株券等につき当

該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。) 

 

  

１  金融商品取引法第27条の23第１項に定義される「株券等」をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。 

２  金融商品取引法第27条の23第４項に定義される「株券等保有割合」をいいます。以下同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算上、

（ⅰ）同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ⅱ)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結して

いる投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下、「契約金融機関等」といい

ます。)は、当該特定の株主の共同保有者(同法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項により共同保有者とみなされ

る者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。以下同じとします。)とみなします。また、かかる株券等保有

割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に

提出されたものを参照することができるものとします。 

３  売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の６に規定される各取引を行うことを含みま

す。 

４  金融商品取引法第27条の２第１項に定義される「株券等」をいいます。以下本②において同じとします。 

５  金融商品取引法第27条の２第８項に定義される「株券等所有割合」をいいます。以下同じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算

上、当社の総議決権の数は、当社が公表している有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたもの

を参照することができるものとします。 

６  金融商品取引法第27条の２第７項に定義される「特別関係者」をいいます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者によ

る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。なお、（ⅰ）共同保有者及び（ⅱ）契約金融機関等

は、当該特定の株主の特別関係者とみなします。以下同じとします。 

７  金融商品取引法第27条の２第６項に定義される「公開買付け」をいいます。 

８  「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹

立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバテ

ィブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及

ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

９  上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、独立委員会が合理的に行うものとします。なお、独立委員会は、当該③の要件に該当するか

否かの判定に必要と判断される範囲において、当該他の株主に対して本必要情報(後記の（ⅲ）において定義されます。)に準じた情報を提

供していただくよう要請することがあります。 

  

［３］基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
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（ⅱ）「独立委員会」の設置 

当社は、現行TKKルールの下で、現行TKKルールに従った手続を進めるにあたり大量買付者が基本方針に照らして不適切な者でない

か否かを客観的に判断するための機関として、当社経営陣から独立した社外監査役等で構成される独立委員会を設置しているところ

ですが、本TKKルールの下でも独立委員会を継続します。独立委員会は、大量買付者に対する事前の情報提出の要請、大量買付行為

の内容の検討・判断、それに基づく意見を株主の皆様へ情報公開すること等を予定しており、これにより当社株券等の大量買付行為

に関する手続の客観性・透明性を高めることを目的としています。独立委員会規則の概要については、別紙（１）をご参照下さい。

独立委員会は、上記（ⅰ）に定める大量買付行為が判明した後、速やかに招集されるものとします。 

（ⅲ）本TKKルールの内容 

ア．必要情報の提供 

独立委員会は、当社取締役会の同意を得ることなく上記(ⅰ)に定める大量買付行為を行う大量買付者に対し、大量買付行為に先

立ち、当社に対して、別紙（２）に定める、当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を

提出するよう、独立委員会招集後遅滞なく要請します。大量買付者は、当該要請を受領した日から起算して、５営業日以内に、本

必要情報を当社に対して提出するものとします。なお、独立委員会は、大量買付者が独立委員会に提出した情報が本必要情報とし

て不十分であると判断する場合には、大量買付者から情報提出を受けた日から起算して、５営業日以内に、大量買付者に対して追

加情報の提出を要請することができるものとします。この場合、大量買付者は、当該要請を受領した日から起算して、５営業日以

内に、必要な追加情報を当社に対して提出するものとします。また、本TKKルールに基づく本必要情報の提出その他当社への通

知、連絡における使用言語は日本語に限るものとします。 

イ. 大量買付行為の内容の精査・検討・大量買付者との交渉・代替案の提示 

独立委員会は、大量買付者から本必要情報(追加情報の提出が要請された場合、追加情報を含むものとします。)が全て提出され

た場合、当社取締役会に対しても、大量買付者が本必要情報を全て提出した日から起算して、30日以内を限度として独立委員会が

定める期間内に大量買付者の大量買付行為の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他適宜必要と認める情報を提出する

よう求めることができるものとします。また、独立委員会は、必要に応じ、当社の顧客、取引先、従業員、労働組合等の利害関係

者にも意見を求めることができるものとします。 

独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から上記のとおりの情報を受領した日から起算して、最長60日間が経過するまでの

間(以下、「検討期間」といいます。但し、独立委員会は、下記ウ．のとおり、当初の検討期間を含めた合計で最長90日を限度と

してかかる検討期間を延長することができるものとします。)、大量買付行為の内容の精査・検討、当社取締役会による代替案の

精査・検討、大量買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。 

独立委員会の判断が、企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社

の費用負担で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の助言を得ることがで

きるものとします。 

なお、独立委員会は、大量買付者から本必要情報が提出された事実、及び、本必要情報その他の情報のうち株主の皆様に対して

開示することが適切であると判断するものにつき、適時適切に開示します。 

ウ. 独立委員会による意見等の情報開示 

独立委員会は、原則として、当初の検討期間の間に、大量買付者による大量買付行為が、別紙（３）記載の不適切な大量買付行

為に係る要件のいずれかに該当するか否かについて判断するものとし、その判断結果及び理由を、株主の皆様に対し、適用ある法

令等及び金融商品取引所規則に従い、適時適切に開示するものとします。 

他方、独立委員会は、当初の検討期間終了時までに、上記の判断を行うに至らない場合には、その旨を開示した上で、大量買付

行為の内容の検討等に必要とされる範囲内で、当初の検討期間を含めた合計で最長90日を限度として検討期間を延長することもで

きることとします。 

  

なお、［３］の冒頭で記載しているとおり、本TKKルールは、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性

を高めることを目的としており、新株予約権又は新株の無償割当て等を用いた具体的な対抗措置について定めるものではなく、当

社取締役会は、大量買付行為がなされた場合に、本TKKルール違反のみを理由として直ちに新株予約権又は新株の無償割当て等の

対抗措置を発動する予定はございませんので、独立委員会の判断結果は、あくまで当社取締役会が、善管注意義務を負う受託者と

して、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に資するよう適切に対応していく際の、判断の材料として最大限尊

重させていただく所存です。 

（ⅳ）本TKKルールの改廃等 

本TKKルールの発効日は、平成23年７月１日から２年間とします。 

但し、当社取締役会は、有効期間中であっても、本TKKルールについて随時、再検討を行い、改廃することが可能であることとし

ます。 
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別紙（１） 

独立委員会規則の概要 

  

  

（１）独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

（２）独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、（ⅰ）当社社外監査役、（ⅱ）社外の有識者の

いずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。 

      当該有識者は会社経営者、官庁出身者、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通する者又はこれらに準ずる者

とする。 

（３）独立委員会委員の任期は、２年間とする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

（４）独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

１．当社株券等の買付けが、TKKルールの適用対象となる協調的大量買付行為に該当するか否かの判断 

２．大量買付者が独立委員会に提出すべき本必要情報の内容の決定及び本必要情報の提出要請(大量買付者が独立委員会に提出した情報

が本必要情報として不十分であると独立委員会が判断する場合には、大量買付者に対して追加情報の提出を要請することを含みま

す。) 

３．大量買付者より本必要情報が全て提出された場合に、当社取締役会に対しても所定の期間内に大量買付者の大量買付行為の内容に対

する意見及びその根拠資料、代替案その他適宜必要と認める情報の提出を要請すること(当社取締役会が独立委員会に提出した情報

が、独立委員会の意見表明のために必要な情報として不十分であると独立委員会が判断する場合には、当社取締役会に対して追加情

報の提出を要請することを含みます。) 

４．大量買付行為の内容の精査・検討 

５．当社取締役会から大量買付行為に対する代替案が示された場合には、かかる代替案の精査・検討 

６．検討期間の延長 

７．当社の費用負担において、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の助言を得る

こと 

８．大量買付者から本必要情報が提出された事実、本必要情報その他の情報のうち株主の皆様に対して開示するのが適切と判断する事項

及び大量買付行為に対する意見等の情報開示 

９．別途独立委員会が行うことができるものと当社取締役会が定めた事項 

（５）独立委員会の各委員は、前（４）に記載される事項を行うにあたっては、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するか否かの

観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

（６）代表取締役社長又は各独立委員会委員は、大量買付行為がなされた場合その他いつでも、独立委員会を招集することができる。 

（７）独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由

があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行うことができる。 

  

以    上
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別紙（２） 

本必要情報 

  

   本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性及び大量買付行為の内容により異なりますが、一般的項目の一部は以下のとおりです。 

（１）大量買付者及びそのグループ会社等(大量買付者の大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位10名)、重要な子会社・関連会

社、共同保有者、特別関係者及び(ファンド又はその出資に係る事業体である場合は)主要な組合員、出資者(直接であるか間接であるか

を問いません)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。)の詳細(具体的名称、

経歴又は沿革、会社又は団体の目的、事業内容、資本金の額又は出資金の額、発行済株式の総数、過去10年以内における法令違反行為

の有無(及びそれが存する場合にはその概要)、役員等の氏名、職歴及び所有株式の数、過去における法令違反行為の有無(及びそれが存

する場合にはその概要)その他の会社等の状況等、及び直近２事業年度の財政状態及び経営成績その他の経理の状況等を含みます。) 

（２）大量買付者及びそのグループの内部統制システムの具体的内容及び当該システムの実効性の有無ないし状況 

（３）大量買付行為の目的、方法及び内容(大量買付行為の対価の価額・種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の

方法の適法性、大量買付行為の実行に関する蓋然性、大量買付行為の後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及

びその理由等を含みます。また、大量買付行為の後に当社株券等をさらに取得する予定がある場合には、その理由及び内容を含みま

す。なお、大量買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。) 

（４）大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(金融商品取引法第27条の26第１項に定義される

重要提案行為等をいいます。)を行うことに関する意思連絡を含みます。以下同じ。)の有無並びに意思連絡が存する場合にはその具体

的な態様及び内容 

（５）大量買付行為に係る買付け等の対価の算定の根拠及び算定経緯(算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算定機関の名称、算定機関

に関する情報、算定に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の取引により生ずることが予想されるシナジー及びディスシナジ

ーの内容及びその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。) 

（６）大量買付行為に要する資金の調達状況及び当該資金の調達先の概要(当該資金の提供者(実質的提供者(直接であるか間接であるかを問い

ません。)を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する具体的取引の内容を含みます。) 

（７）大量買付者が大量買付行為の完了後に取得を予定する当社の株券等に関する担保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定があ

る場合には、予定している担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の

当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容 

（８）支配権取得又は経営参加を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、

事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策(組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、

多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの

経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性を含みます。) 

（９）純投資又は政策投資を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の後の株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並

びにそれらの理由(長期的な資本提携を目的とする政策投資として大量買付行為を行う場合には、その必要性を含みます。) 

（10）大量買付行為の完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇

方針 

（11）大量買付行為に適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府又は第三者から取得すべき独占禁止法その他

の法令に基づく承認又は許認可等の取得の蓋然性(なお、これらの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出

していただきます。) 

（12）大量買付行為の完了後における当社グループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性及び国内外の各種法令等の遵守の可能

性 

（13）反社会的勢力及びテロ関連組織との関連性の有無(直接であるか間接であるかを問いません。)及び関連が存する場合にはその詳細 

（14）当社の少数株主との利益相反を回避するための具体的方策 

（15）大量買付者による大量買付行為が、不適切な大量買付行為に該当しないことを誓約する旨の書面 

（16）その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

  

以    上
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別紙（３） 

不適切な大量買付行為の要件 

  

（１）TKKルールにつきその重要な点において違反し、かつ、独立委員会がその是正を書面により要求した後10営業日以内に当該違反が是正さ

れない場合 

（２）大量買付行為の主たる目的が、下記に掲げる行為等であるため、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が破壊又は毀損されるおそ

れのある場合 

・  真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者に引き取らせる目的ないし主と

して短期の利鞘の獲得を目的として当社の株券等を買い集め、その買い集めた株券等について当社若しくはその関係者に対して高

値で買取りを要求する行為(いわゆるグリーンメイラー) 

・  当社の犠牲の下に大量買付者の利益を図ることを目的として、当社の経営を一時的に支配して当社の重要な資産等(知的財産権、ノ

ウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を含みますが、これらに限られません。)を廉価に取得し、これを大量買付者やそのグ

ループ会社等に移譲する等の経営を行うような行為 

・  当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

・  当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等を高値で売り抜ける行

為 

（３）当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株券等を取得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当

社の株券等を当社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野に入れてひたすら自ら

の利益を追求しようとするものである場合 

（４）大量買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け(第一段階の買付けで全株券等の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にしないで、又は上場廃止等による株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で公開買付け等

の株券等の買付けを行う等、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要するおそれのある大量買付行為)、部分的公開買付け(当社株券等

の全てではなく、その一部のみを対象とする公開買付け)などに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会又は自由を制約するような

強圧的な方法による買収である場合、又は大量買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比

較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

（５）大量買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員その他の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値が

著しく毀損することが予想されたり、当社の企業価値の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される

場合、又は大量買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大量買付者が

支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

（６）大量買付者の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有する者が含まれている場合等、大量買付

者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

（７）大量買付行為の条件(対価の価額・種類、大量買付行為の時期、大量買付行為の方法の適法性、大量買付行為の実行の蓋然性、大量買付

行為の後における当社の少数株主、従業員、取引先、顧客その他の当社の利害関係者に対する対応方針等を含みます。)が当社の企業価

値に鑑みて不十分又は不適当な大量買付行為である場合 

（８）当社の企業価値を生み出す源泉となる当社の顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーとの関係を破壊することとなる重

大なおそれがある大量買付行為である場合 

（９）その他（１）乃至（８）に準じる場合で、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれのある行為と判断される場合 

  

以    上
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(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1,401百万円であります。 

  

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な

変更はありません。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

我が国を取り巻く経済環境は、欧州諸国の財政不安の波及リスク、米国の景気回復の遅れ、さらに

はタイにおける洪水災害によるサプライチェーンへの影響等、依然として不透明な状況が続いており

ます。また国内経済は長期化する歴史的円高等、景気低迷のリスクがあり、引き続き厳しい経済環境

が続くものと思われます。 

  このような状況下においても、当社グループは新興国でのシェア拡大及び日米欧における製品の高

付加価値化を実現すべく、もの造り総合力の強化を推進し、コスト競争力と技術開発力の一層の強化

に取り組み、変化が速く激しい世界経済にあっても、迅速・柔軟に対応し、事業拡大していける企業

体制を構築してまいります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 220,000,000 

計 220,000,000 

種類
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成23年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,907,599 60,907,599 
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株で
 あります。

計 60,907,599 60,907,599 ― ―

決議年月日 平成23年６月28日

新株予約権の数(個) 247

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 24,700 (注) １

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１円

新株予約権の行使期間 平成23年７月20日～平成53年７月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      922.83
資本組入額    462 

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ３

― 14 ―



  
(注) １．新株予約権の目的となる株式の数 

      新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。 

  

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

  

      調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効

力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを

適用する。 

  また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと

する。 

２．新株予約権の行使の条件 

  （１） 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪失し

た日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但

し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成52年７月20日以降においては新株

予約権を行使することができるものとする。 

  （２） 上記（１）に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内

に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記（(注) ３）に定める組織再編成行為

に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付され

る場合を除く。 

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の

議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項

の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）当該承認または決定がなされた日の翌日から15

日間 

（３） １個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合

に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効

力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存

新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿っ

て再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 
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（１） 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２） 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

  再編成対象会社の普通株式とする。 

（３） 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

  組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記（(注) １）に準じて決定する。 

（４） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額

に、上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

（５） 新株予約権を行使することができる期間 

  前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織

再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約

権を行使することができる期間の満了日までとする。 

（６） 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 

（７） 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 

（８） 新株予約権の取得の事由及び条件 

残存新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。 

なお、残存新株予約権の取得の事由及び条件は次のとおり。 

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の

場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

平成23年９月30日現在 

 
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式3,618千株(5.94％)があります。 

２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
３．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、上記のほかに、信託業務に係る株式377千株を所有してお 

ります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成23年７月１日～ 
平成23年９月30日 ― 

 
60,907,599 ― 14,494 ― 6,214 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,806 6.25 

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２丁目１－１号 3,753 6.16 

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED 
STOCK FUND 
(常任代理人  株式会社三菱東京
UFJ銀行) 

40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 決済事業
部) 

2,530 4.15 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,779 2.92 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,628 2.67 

株式会社第四銀行 
新潟県新潟市中央区東堀前通７番町 
1071番地１ 

1,568 2.58 

日本精機株式会社従業員持株会 新潟県長岡市東蔵王２丁目２－34 1,505 2.47 

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
LONDON  SECS  LENDING  OMNIBUS 
ACCOUNT 
(常任代理人  株式会社みずほコ
ーポレート銀行決済営業部) 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 
2HD, ENGLAND 
(東京都中央区月島４丁目16－13) 

1,394 2.29 

ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地 1,217 2.00 

日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491-100 1,188 1.95 

計 ― 20,370 33.44 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,806千株 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,628千株 
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４．フィデリティ投信株式会社及び同社グループ１社から、平成23年４月11日付で関東財務局長に提出された大

量保有報告書の変更報告書により、平成23年４月５日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

   

５. 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成23年３月７日付で関東財務局長に提出された大量

保有報告書の変更報告書により、平成23年２月28日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けており

ますが、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行以外は当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式241株及び、証券保管振替機構名義の株式650株が含

まれております。 

  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号
城山トラストタワー 

2,832 4.65 

エフエムアール エルエルシ
ー 

米国 02109  マサチューセッツ州ボス
トン、デヴォンシャー・ストリート82 

5,085 8.35 

計 ― 7,917 13.00 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,779 2.92 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,744 2.86 

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 202 0.33 

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号 88 0.14 

三菱ＵＦＪアセット・マネジ
メント（ＵＫ） 

Ropemaker Place, 25 Ropemaker 
Street, London, EC2Y 9AN, United 
Kingdom 

81 0.13 

計 ― 3,895 6.40 

  平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式） 
 普通株式 

3,618,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
 普通株式 

56,660,000 
56,660 ― 

単元未満株式 
 普通株式 

629,599 
― ― 

発行済株式総数 60,907,599 ― ―

総株主の議決権 ― 56,660 ―
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② 【自己株式等】 

 
  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
日本精機株式会社 

新潟県長岡市東蔵王 
２丁目２番34号 

3,618,000 ― 3,618,000 5.94 

計 ― 3,618,000 ― 3,618,000 5.94 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成23年７月１

日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 70,449 71,024

受取手形及び売掛金 29,329 28,830

有価証券 305 303

商品及び製品 8,471 8,484

仕掛品 3,228 3,980

原材料及び貯蔵品 10,668 11,600

その他 7,301 8,529

貸倒引当金 △135 △128

流動資産合計 129,619 132,623

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,357 11,664

機械装置及び運搬具（純額） 6,957 7,349

工具、器具及び備品（純額） 2,734 2,801

土地 15,174 15,111

リース資産（純額） 708 703

建設仮勘定 1,095 1,336

有形固定資産合計 38,028 38,967

無形固定資産   

のれん 625 550

その他 1,225 1,218

無形固定資産合計 1,850 1,769

投資その他の資産   

投資有価証券 20,740 17,397

その他 1,339 2,375

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 22,062 19,754

固定資産合計 61,941 60,490

資産合計 191,561 193,114
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,902 21,976

短期借入金 55,609 61,828

未払法人税等 1,801 1,003

賞与引当金 1,989 1,983

役員賞与引当金 － 109

製品補償損失引当金 1,176 1,053

受注損失引当金 139 34

その他 9,743 9,880

流動負債合計 94,361 97,871

固定負債   

長期借入金 92 97

退職給付引当金 2,353 2,415

役員退職慰労引当金 392 156

資産除去債務 50 48

その他 2,124 2,239

固定負債合計 5,012 4,958

負債合計 99,374 102,829

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,494 14,494

資本剰余金 6,492 6,492

利益剰余金 75,258 75,348

自己株式 △6,267 △6,269

株主資本合計 89,977 90,065

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,116 1,221

為替換算調整勘定 △6,140 △6,420

その他の包括利益累計額合計 △3,024 △5,199

新株予約権 － 5

少数株主持分 5,234 5,412

純資産合計 92,187 90,284

負債純資産合計 191,561 193,114
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 81,606 81,242

売上原価 65,423 63,771

売上総利益 16,183 17,471

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,979 2,086

従業員給料 2,884 3,234

賞与引当金繰入額 310 405

役員賞与引当金繰入額 91 119

製品補償損失引当金繰入額 205 －

退職給付引当金繰入額 35 49

役員退職慰労引当金繰入額 33 41

その他 3,851 4,697

販売費及び一般管理費合計 9,392 10,633

営業利益 6,790 6,837

営業外収益   

受取利息 253 431

受取配当金 95 117

負ののれん償却額 22 －

その他 225 323

営業外収益合計 596 871

営業外費用   

支払利息 103 145

為替差損 4,934 5,681

その他 13 16

営業外費用合計 5,051 5,844

経常利益 2,335 1,865

特別利益   

固定資産売却益 10 6

貸倒引当金戻入額 4 －

負ののれん発生益 － 42

その他 0 9

特別利益合計 15 58

特別損失   

固定資産売却損 14 1

固定資産除却損 12 9

減損損失 － 205

投資有価証券評価損 244 34

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8 －

特別損失合計 280 250

税金等調整前四半期純利益 2,070 1,672

― 23 ―



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 1,607 1,214

法人税等調整額 △103 △476

法人税等合計 1,504 738

少数株主損益調整前四半期純利益 566 934

少数株主利益 462 483

四半期純利益 103 451
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 566 934

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △601 △1,895

為替換算調整勘定 △1,312 △359

その他の包括利益合計 △1,914 △2,254

四半期包括利益 △1,347 △1,320

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,765 △1,723

少数株主に係る四半期包括利益 418 403
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,070 1,672

減価償却費 2,836 2,780

減損損失 － 205

のれん償却額 △22 70

負ののれん発生益 － △42

株式報酬費用 － 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 139 △86

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 91 97

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △70 △64

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △0

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 76 △128

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1 △139

受取利息及び受取配当金 △348 △548

支払利息 103 145

為替差損益（△は益） 3,942 3,876

投資有価証券売却損益（△は益） － △9

有形固定資産売却益 △10 △6

有形固定資産処分損 26 10

有価証券売却損益（△は益） 0 －

有価証券評価損益（△は益） 0 2

投資有価証券評価損益（△は益） 244 34

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,350 △325

たな卸資産の増減額（△は増加） △927 △1,877

その他の資産の増減額（△は増加） 155 △802

仕入債務の増減額（△は減少） 1,726 △926

その他の負債の増減額（△は減少） 892 556

小計 9,609 4,554

利息及び配当金の受取額 351 550

利息の支払額 △105 △147

法人税等の支払額 △1,247 △2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,608 2,948

― 26 ―



(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △39 △39

定期預金の払戻による収入 72 72

有形固定資産の取得による支出 △2,590 △2,694

有形固定資産の売却による収入 192 106

無形固定資産、投資その他の資産の増減額（△は
増加）

△256 △302

投資有価証券の取得による支出 △1,048 △786

投資有価証券の売却による収入 － 9

貸付けによる支出 △946 △952

貸付金の回収による収入 731 650

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,885 △3,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,140 6,194

長期借入金の返済による支出 △56 △57

リース債務の返済による支出 △86 △97

自己株式の純増減額（△は増加） △256 △1

配当金の支払額 △401 △400

少数株主への配当金の支払額 △149 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,190 5,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,111 △3,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,801 562

現金及び現金同等物の期首残高 45,553 70,381

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 46

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  53,355 ※  70,990
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【継続企業の前提に関する事項】 

  該当事項はありません。 

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】 

  

 
  

【会計方針の変更等】 

 
  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  該当事項はありません。 

  

【追加情報】 

  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結会計期間より、日精工程塑料(南通)有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めており

ます。また、シャン・チー・インベストメンツ社は清算したため、当第２四半期連結会計期間より、連結の範囲

から除外しております。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

(会計方針の変更) 

当第２四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号  平成22

年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号  平成22

年６月30日)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。 

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日)

  債務保証 

  連結会社以外の会社に対して次のとおり保証を行っ

ております。 

(被保証先)         (保証金額)       (内容) 

  日精工程塑料(南通)      65百万円      銀行借入金 

  有限公司 

―――― 

 

― 28 ―



  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

  

 
  

(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

 
  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

 
  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

 (自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 53,390百万円 71,024百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△34  〃 △34  〃 

現金及び現金同等物 53,355百万円 70,990百万円

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日 
取締役会 

普通株式 401 7.0 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日 
取締役会 

普通株式 401 7.0 平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日 
取締役会 

普通株式 401 7.0 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月27日 
取締役会 

普通株式 401 7.0 平成23年９月30日 平成23年12月９日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、貨物運送、ソフト

ウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。 

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額△46百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、貨物運送、ソフト

ウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。 

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額108百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) ３

自動車及び
汎用計器 
事業

民生機器
事業

ディスプレ
イ事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 61,022 7,277 2,328 70,628 10,977 81,606 ─ 81,606 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

─ ─ 49 49 4,208 4,258 △4,258 ─

計 61,022 7,277 2,378 70,678 15,186 85,865 △4,258 81,606 

セグメント利益 
又は損失（△） 

6,261 15 △148 6,128 708 6,837 △46 6,790 

   (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) ３

自動車及び
汎用計器 
事業

民生機器
事業

ディスプレ
イ事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 59,853 6,219 1,737 67,810 13,432 81,242 ─ 81,242 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

─ ─ 63 63 4,613 4,677 △4,677 ─

計 59,853 6,219 1,800 67,874 18,045 85,920 △4,677 81,242 

セグメント利益 
又は損失（△） 

5,966 266 △224 6,008 720 6,729 108 6,837 
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

全社資産である賃貸用不動産について、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第

２四半期連結累計期間においては205百万円であります。 
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(金融商品関係) 

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度末(平成23年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  

通貨関連 

 
(注)  時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

当第２四半期連結会計期間末(平成23年９月30日) 

対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなって

おり、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められま

す。 

  

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  

通貨関連 

 
(注)  時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

 

取引の種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等のうち

１年超 

(百万円) 

時価(百万円) 
評価損益 

(百万円) 

市場取 為替予約取引 
 

引以外   売建 
 

の取引     千ユーロ 24,000  

  (2,732) ― (2,630) △101 

 

  買建 
 

 

    千米ドル 1,500  

  (121) ― (124) 3 

合計 ― ― ― △98 

 

取引の種類 
契約額等 

(百万円) 

契約額等のうち

１年超 

(百万円) 

時価(百万円) 
評価損益 

(百万円) 

市場取 為替予約取引 
 

引以外   売建 
 

の取引     千ユーロ 12,000  

  (1,222) ― (1,208) △13 

合計 ― ― ― △13 
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(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  
(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注)  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

(会計方針の変更) 

当第２四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号  平成22年６月

30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月30日)

を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプ

ションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額

のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間については潜在株式が存在しないため、これによる影響はありません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

項目 (自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 1円81銭 7円87銭

    (算定上の基礎) 

    四半期純利益金額(百万円) 103 451 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 103 451 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 57,302 57,290 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 7円87銭

    (算定上の基礎) 

    四半期純利益調整額(百万円) ― ―

    普通株式増加数(千株) ― 6 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

― ―
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第67期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当について、平成23年10月27日開催の取締

役会において、平成23年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。 

①  配当金の総額                                  401百万円 

②  １株当たりの金額                                7円00銭 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成23年12月９日 

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成23年11月14日

日本精機株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

本精機株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。 
  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本精機株式会社及び連結子会社の平成23
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ
ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    五 十 嵐          朗    ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    清    水    栄    一    ㊞ 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年11月14日 

【会社名】 日本精機株式会社 

【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  永  井  正  二 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王２丁目２番34号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 

 



当社代表取締役社長永井正二は、当社の第67期第２四半期(自 平成23年７月１日 至 平成23年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




